
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

四

改
正
後
欄

九
〜一
〇



エ
ン
ジ
ン
・
タ
コ










・
テ
ス
タ







〃

改
正
前
欄

〃

六

二
第
百
四
十
九
号

第
四
十
九
号

エ
ン
ジ
ン
・
タ









コ
テ
ス
タ







（
原
稿
誤
り
）終

り
か
ら

一
〇
四

二
一横

浜
市
港
北
区

東
京
都
中
央
区

令和年月日 火曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
二
日

大
阪
市
中
央
区
千
日
前
二
丁
目
一
一
番
五
号

敷
島
興
行
株
式
会
社

代
表
取
締
役

米
田

高
久

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
二
日

兵
庫
県
豊
岡
市
中
陰
六
三
九
番
地株

式
会
社
ユ
ラ
ク

代
表
取
締
役

伊
藤

清
範

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
二
日

鳥
取
県
境
港
市
西
工
業
団
地
一
八
五
番
地

境
港
運
送
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
徳

直
樹

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
二
日

鹿
児
島
市
武
一
丁
目
四
三
番
一
五
号

株
式
会
社
ア
ン
カ
ー

代
表
取
締
役

森

浩
一
郎

第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
の
廃
止
の
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
二
十
五
日
を
も
っ
て
第
二
種

金
融
商
品
取
引
業
を
廃
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る

顧
客
取
引
の
結
了
の
方
法
並
び
に
第
二
種
金
融
商
品
取
引

業
に
関
し
顧
客
か
ら
預
託
を
受
け
た
財
産
及
び
そ
の
計
算

に
お
い
て
当
社
が
占
有
す
る
財
産
の
返
還
の
方
法
に
つ
き

ま
し
て
は
、
結
了
が
必
要
な
顧
客
取
引
及
び
返
還
を
必
要

と
す
る
顧
客
財
産
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

以
上
、
金
融
商
品
取
引
法
第
五
十
条
の
二
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
二
日

名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
一
丁
目
一
番
一
号

Ｊ
Ｐ
タ
ワ
ー
名
古
屋

株
式
会
社
名
南
財
産
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ

代
表
取
締
役

永
井

晶
也

取
得
条
項
付
新
株
予
約
権
の
一
部
の
取
得
及
び
取
得
日
の

通
知
公
告

当
社
は
、
左
記
の
と
お
り
、
当
社
の
取
得
条
項
付
新
株

予
約
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

一
、
取
得
す
る
取
得
条
項
付
新
株
予
約
権

当
社
発
行
の
第
一
回
の
二
新
株
予
約
権
及
び
第
二
回

の
二
新
株
予
約
権
の
う
ち
、
発
行
後
令
和
七
年
六
月
三

十
日
ま
で
に
当
社
又
は
当
社
子
会
社
の
取
締
役
、
監
査

役
、
従
業
員
の
い
ず
れ
の
地
位
も
喪
失
し
た
者
が
有
す

る
、
行
使
不
能
の
新
株
予
約
権
の
全
部
（
第
一
回
の
二

新
株
予
約
権
二
十
二
万
六
百
四
十
個
、
第
二
回
の
二
新

株
予
約
権
十
万
五
千
九
百
個
）

二
、
取
得
の
日

令
和
七
年
八
月
三
十
一
日

令
和
七
年
八
月
十
二
日

東
京
都
品
川
区
上
大
崎
三
丁
目
五
番
一
一
号

イ
ノ
バ
セ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ノ
ビ
ッ
ク
・
コ
ー
リ
ン

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告
並
び
に
株
式
譲
渡
制
限
設
定

に
つ
き
株
券
提
供
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
譲
渡
に
よ
る
株
式

の
取
得
に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
款
の

定
め
を
設
け
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株

券
を
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
九
月

十
三
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
十
四
日
で
す
。

令
和
七
年
八
月
十
二
日

東
京
都
港
区
麻
布
台
一
丁
目
八
番
一
〇
号

株
式
会
社
コ
ス
モ
・
ピ
ー
ア
ー
ル

代
表
取
締
役

サ
ト
ウ
ク
ミ

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
三
億
四
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
日

掲
載
頁

七
十
頁
（
号
外
第
一
一
〇
号
）

令
和
七
年
八
月
十
二
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号
日
本
橋

一
丁
目
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

マ
ー
リ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

海
瀨

浩
昭

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
千
七
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w
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令
和
七
年
八
月
十
二
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
六
番
一
号

Ｆ
ｌ
ｏ
ｗ

Ｋ
ｏ
ｎ
ａ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

安
藤

康
浩

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日
掲
載
（
号
外
第
一
六
七
号
）

の
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
平
尾
台
株
式
会
社
に
係
る
第
二
十
九
期

決
算
公
告
中
、「(う

ち
当
期
純
利
益
)

」
と
あ
る
は
「(う

ち
当
期
純
損
失
)

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
二
日

北
九
州
市
小
倉
南
区
平
尾
台
一
丁
目
一
番
一
号

ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
平
尾
台
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

加

野
秀
一

取
消
公
告

令
和
七
年
七
月
三
十
日
（
号
外
第
百
七
十
四
号
）
掲
載

の
株
式
会
社
ぴ
ー
ぷ
る
に
か
か
る
第
二
十
五
期
決
算
公
告

（
枠
組
み
）
は
取
り
消
し
ま
す
。

扱

店

令
和
七
年
七
月
八
日
（
号
外
第
百
五
十
六
号
）
公
布
国

土
交
通
省
令
第
八
十
二
号
（
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規

則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日
官
庁
報
告
欄
法
務
省
告
示
配

第
六
十
九
号
（
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件
）

訂
正
公
告

令
和
七
年
三
月
十
八
日
（
号
外
第
五
十
四
号
）
掲
載
の

第
二
十
三
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
住
所
に
「千

葉
県

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
２
丁
目
６
番
１
号
ワ
ー
ル
ド
ビ
ジ
ネ

ス
ガ
ー
デ
ン
マ
リ
ブ
ウ
エ
ス
ト
24階

」
と
あ
る
は
「千

葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
２
丁
目
６
番
地
１
ワ
ー
ル
ド
ビ
ジ

ネ
ス
ガ
ー
デ
ン
マ
リ
ブ
ウ
エ
ス
ト
24階

」、
流
動
資
産

「4
3
6

」
と
あ
る
は
「5

3
1

」、
固
定
資
産
「5

0
1

」
と
あ
る

は
「5

1
3

」、
資
産
合
計
「9

3
8

」
と
あ
る
は
「1

,0
4
5

」、

流
動
負
債
「3

6
5

」
と
あ
る
は
「4

8
6

」、
そ
の
他
「3

5
2

」

と
あ
る
は
「4

7
2

」、
負
債
合
計
「4

9
3

」と
あ
る
は「6

1
3

」、
株
主
資
本
「4

4
0

」
と
あ
る
は
「4

2
7

」、
利
益
剰
余
金

「3
0
0

」
と
あ
る
は
「2

8
7

」、
そ
の
他
利
益
剰
余
金「2

9
4

」

と
あ
る
は
「2

8
1

」、（
う
ち
当
期
純
利
益
）「（2

6

）」と
あ
る

は
「（1

3

）」、
純
資
産
合
計
「4

4
4

」
と
あ
る
は
「4

3
1

」、

負
債
・
純
資
産
合
計
「9

3
8

」
と
あ
る
は
「1

,0
4
5

」
の
誤

り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
十
二
日

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
二
丁
目
六
番
地
一
ワ
ー

ル
ド
ビ
ジ
ネ
ス
ガ
ー
デ
ン
マ
リ
ブ
ウ
エ
ス
ト
二
四
階

株
式
会
社
ス
リ
ー
エ
ス
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

代
表
取
締
役

前
原

大
志
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